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とは、 が実務において使う知識及び技術を問う、ケース・スタディです。
出題数は二問あり、通常各問題につき数値入力、選択形式等の大問（ と呼びます）が複数、記述式問題（

）の が一問、検索問題（ ）の が一問ずつ出題されます。

とは

を回答するにあたっての説明です。具体的な
設問内容には触れておりません。

の構成

を回答するにあたって必要な前提条件です。
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客観形式の大問（ ）が複数出題されます。主な出題
形式は以下の通りです。

②数値入力形式

空欄に数値を入力

③チェックボックス形式

該当する空欄をチェック

① （ ）形式

リストから解答を選択
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持分法の採用基準（ ）
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（ ）

（ ）
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社と 社への投資について図で整理すると以下の通りである。

x1 x2

$400,000 Dividends$100,000
$18/share

Equity 
method

$600,000 200,000 shares

Kern

$350,000 Dividends $60,000
$20/share

Available-for-
sale securities

$300,000 20,000 shares

Wand

Investments

 600,000

80,000

660,000

20,000

Investments

300,000

100,000

400,000

社と 社への投資についての仕訳は以下の通りである。

（ ）
（ ）

（ ）
（ ） （ × ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
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（ ）

（ × ）
（ × ）
（ ＋ － ）

（ × ）

（ ）
（ × ）
（ × ）
（ － ）

Kern社 Wand社 

貸借対照表 - Acme 社はKern 社への投資を 貸借対照表 - Acme 社のWand 社に対する
 簿価 $660,000で計上  投資を時価の$400,000で計上

計算： 計算：
被投資会社の利益の持分認識＝$80,000（$400,000×20%） 20,000株 × $20/株
受取配当金＝$20,000（$100,000 × 20%）
簿価＝$600,000＋$80,000－$20,000

損益及び包括利益計算書 損益及び包括利益計算書

Kern 社の利益に対するAcme 社の持分：$80,000 配当収入： $12,000 

計算：$400,000×20%  計算： $60,000 × 20%

  未実現利益 ： $100,000

   計算： $400,000 －$300,000
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は、文書をタイピングさせる記述式問題で、各シミュレーション

につき一問出題されます。

で求められる解答

では、設問名の通り として読み手を意識した文書が求
められており、記述内容及び総合的な記述力により 段階評価で採点される。
解答を作成する際には、以下の点に留意すること。

）問われている論点に対して
“何でもいいから書けば得点になる”というわけにはいきません。簡潔に問われている論点
から逸脱しないように解答を作成する。

）自分の言葉で
は受験者の記述力が試される問題である。 で使うデータベースの

引用はできるだけ控えるようにしたい。又、単語の羅列や要件だけの箇条書き等ではなく、
文章の形で解答を作成する必要がある。

）読み手に情報を伝える
知識の少ない読み手に対して、必要な情報（“ ）”の内容）を出来るだけ体系化され、整理さ
れた文書へと構成しなければならない。

a） 問われている論点に対して
b） 自分の言葉で
c） 読み手に必要な情報を伝える目的で

解答文書を作成する。

の採点は、機
械ではなく人の手によっ
て行われます。

総合問題集の解答
につきましては、

ペーパー試験の時に出題
された問題、及び
から公表されました解答
を含む模範解答が掲載さ
れております。従って、
一部、箇条書きや要件の
羅列等の模範解答もござ
います。記述式の問題と
しては、類似した問題が
出題される可能性が高い
ですが、解答方法につき
ましては、本書の注意事
項に従って解答下さい。

におけるデー
タ・ベースの利用

につきましては、解答を
作成した後、時間に余裕
がある時に限ってご利用
下さい。
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の出題形式

）メモ（ ）
から社内スタッフ、又は親しい依頼人に対して書かれる非公式な文書。 の

出題形式のほとんどが である。

）ビジネス・レター（ ）
から依頼人に対して書かれる公式な文書（手紙）。起句（ ）、結句（ 等）

を含む手紙を書く。

AICPA Requirement

“ ”

※AICPAのサイトより抜粋

形式の
場合、本試験では

“ ”までは
与えられています。又、

形式の場合も、実
際に書く必要があるの
は、 （起 句）と

（結
句）の間の文章のみです。
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のタイムマネジメント

の 問にかけられる時間は約 分程度である。その時間の中で以下の手順を踏んで
解答文書を作成する。

）問題文、及び を読む ……………… 約 分
）アウトラインの作成 ……………………… 約 分
）解答文書の作成 …………………………… 約 分
）スペルチェック・見直し ………………… 残った時間

）問題文、及び を読む
まずは、何を問われているのか正確に把握する。 は、文書のタイトルに相当する
ため非常に重要である。特に問題文が長い時等、 はじっくり読む。

）アウトラインの作成
スクラッチ・ペーパーを利用して、何をどのような構成で書くのかアウトラインを作成する。
特に の場合は以下に示す通り、主題文＋ ～ 段落で構成される簡潔な文
書を想定する。この段階ではキーワードだけの記載で十分である。

）主題文（ ）

の冒頭部では、問われている論点に対する結論を簡潔に記述する。

結論が書きにくい場合に限って、 全体が何について述べているかの要約文を記

述する。

）各論－具体例、詳細等。

基本的に大きなテーマから→小さなテーマへと文書を構成すると書きやすい。

（原則→原則の例、原則の例外等。）

）設問のケースにあてはめた場合の結論

）解答文書の作成
）のアウトラインを基に、キーワードを文章の形にタイピングしていく。一文が長くなり
すぎないように、明瞭且つ簡潔な文章を目指す。

受 験 に お け
る時間配分の基準

（ 推奨）

テストレット（ ）
→約 分

テストレット２（ ）
→約 分

テストレット３（ ）
→約 分

テストレット
（ ） →約 分
テストレット
（ ） →約 分

（残り時間／ 分）

相手が依頼人であ
る場合の
の場合は主題文の前

に“
…”もしくは“

…”等
の文言をつけ加える場合
がありますが、これらの
文言がなくても減点には
なりません。

結論例：

要約例：
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対策について

は、シミュレーションの一部として出題されるため、各問題ごとに前
提となる がある。従って解答も、その に則して書かなければならないが、
試験が記述式問題において伝統的に好んで出題する論点がある。以下に 対策上重要

な論点と、知識のない読み手を意識した英文解答を記載する。問われている状況に応じた様々
な切り口で問われても記述できるように、目を通しておくと有用と思われる。

重要論点

論点 ：包括利益（ ）の概念、及び損益計算書（ ）上の
表示

論点 ：異常項目（ ）の該当条件、及び損益計算書（ ）上
の表示

論点 ：貸倒引当金（ ）の消却と消却後の回収処理
論点 ： の利点、欠点、
論点 ：インフレーション時の
論点 ：棚卸資産の原則的な会計処理（ ）
論点 ：偶発事象の損失（ ）の分類、及び損失金額の計上
論点 ：偶発事象の利得（ ）の取扱い
論点 ：資産購入に伴う利子コストの資産計上
論点 ：減価償却（ ）－定額法、加速度償却の採用理由
論点 ：有形固定資産の減損（ ）の定義と兆候
論点 ：研究開発費（ ）の会計処理
論点 ：満期一括償還債（ ）、連続償還債（ ）
論点 ：転換社債（ ）、繰上償還条項付社債（ ）
論点 ：定額法（ ）と実効金利法（ ）
論点 ：ディスカウント発行をする場合とプレミアム発行をする場合
論点 ：キャピタルリース（ ）が義務付けられる 条件
論点 ：収益認識（ ）、収益費用対応（ ）の原則
論点 ：工事進行基準（ ）と工事完成基準（

）
論点 ：割賦基準（ ）
論点 ：最小負債（ ）の認識
論点 ：参加型優先株式（ ）、累積型優先株式（

）
論点 ：配当（ ）と清算配当（ ）
論点 ：株式分割（ ）の会計処理と目的
論点 ： での財務諸表での表示義務
論点 ：債務証券（ ）の分類
論点 ：持分証券（ ）の分類と計上
論点 ：組替修正（ ）
論点 ：デリバティブの認定要件
論点 ：税効果会計の目的

総合問題集に記載
されている“

”は、内容に
対する模範解答であり、
知識のない人への文書に
しては若干難解な表現等
も見受けられます。又、

の受験生には
中々書けない英文である
解答も多くあります。実
際の本試験では、本テキ
スト英文解答程度の英文
で、簡潔且つ明瞭な解答
を目指して下さい。
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記録方法 継続記録法
（ ）

棚卸計算法
（ ）評価方法

先入先出法
（ ）

先入先出継続記録法
（ ）

先入先出棚卸計算法
（ ）

先に購入された棚卸資産から販売されたと仮定する方法。 を採用した場合は、継続
記録法・棚卸計算法のどちらの記録方法でも売上原価、期末棚卸資産は同じになること
に注意する。

後入先出法
（ ）

後入先出継続記録法
（ ）

後入先出棚卸計算法
（ ）

後に購入された棚卸資産から先に販売されたと仮定する方法

平均法
（

）

移動平均法
（ ）

加重平均法
（ ）

新たに単価の異なる棚卸資産を購入する都
度、平均単価を計算し、次に棚卸資産を販
売する際に最新の平均単価を適用する。

会計期末に期首および当期中に購入した棚
卸資産の合計に対する加重平均単価を求め
て、期末棚卸資産と売上原価を計算する。

の利点、欠点、
論点

　

インフレーション時の
論点

税法上で を利
用できるのは、財

務会計上で を利用し
ている場合に限ります。
（“ ”と
言います。）

に よ
る利益の過大計上

を緩和するための方法が
ドル価値後入先出法（

）で
す。
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実証性テストに関する総合問題（ ）

（ ）
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流動から非流動投資（有価証券）ポートフォリオへの移転を検証することは投資（有価証券）が財務諸表に適切
に区分され、記録されているか確認する手続きである。

貸借対照表日において独立した保管者によって所有しているという投資（有価証券）の確認状の返答は、記録
済みの投資（有価証券）が実際に依頼人によって所有されているかを確認する手続きである。

売上のカットオフ・テストは販売取引とそれに関連する売掛金が正しい日付に計上されていることを検証す
る。売上のカットオフ・テストは貸借対照表の日付において会社が所有しているすべての売掛金の金額が適
切な会計期間に計上されていることを確認する手続きである。

売却された（ファクタリング）売掛金に特に注意しながら借入契約書をレビューすることによって、貸借対照
表日において会社がすべての売掛金に対して法的権利を有しているかどうかを確認する手続きである。

捺印証書と権限保険証書の調査は、会社が年度中に取得した資産や設備に対して法的権利を有することを確
認する手続きである。

重要な資産や設備の物理的な確認はそれらの資産や設備が実際に存在することを確認する手続きである。

資産や設備は通常、取得原価から減価償却累計額を差し引いて評価される。当期に採用された減価償却費、
償却年数、そして償却方法の規定を確認をすることによって、純資産や設備額が貸借対照表の日付において
正しく評価されているかどうかを確認する手続きである。
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：練習問題②

：

企業改革法では監査人の独立性を強化する規定を、 （ ）で定めている。下線部 点のうち、 点書ける
ようにしておくと良い。
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＜参考： に多い誤り＞

※ に関係のない長い前置き文章を冒頭部に記載する誤り

………（略）

最初の 行は問われていることとほとんど関係がありません。採点者への心証を悪くしな
いためにも、冒頭部では という点を意識して下さい。
又、一文は出来るだけ簡潔にすることを心がけて下さい。上記では つの文を でつな
いで、一文にしている結果非常に読みづらくなっています。

※重要な文章における基礎的な文法ミス、スペルチェック漏れ

………………………

…………………………………

単語は簡単でも構いませんのでご自身の使い慣れた単語を使って下さい。（
）　スペルチェックは勿論ですが、一回は読み直しができると、基礎的な誤りに

気がつきます。

斜体ではない太字
はスペルミスです。
→

→
→

が適切です。
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対策について

は、シミュレーションの一部として出題されるため、各問題に前提と
なる がある。従って解答も、その に則して書かなければならないが、
が記述式問題において伝統的に好んで出題する論点、及び 対策上重要と考えられる論点
がある。以下に 対策上重要な論点と、知識のない読み手を意識した英文解答を記載する。
問われている状況に応じた様々な切り口で問われても記述できるように、目を通しておくと有
用と思われる。

重要論点

論点 ：企業改革法成立の背景（ ）
論点 ：企業改革法の概要（ ）
論点 ：監査人の独立性の強化（ ）
論点 ：企業責任の厳格化（ ）
論点 ： の役割（ ）
論点 ：監査委員会の権限強化（ ）
論点 ：企業改革法の盲点（ ）
論点 ：内部監査機能の強化（ ）
論点 ： 基準 が定義する つの統制の欠陥（

）
論点 ：統制リスクの評価（ ）
論点 ： 不正のリスク要素（ ）
論点 ： 経営者の不正（ ）
論点 ：  不正に関する監査人の責任（ （

））
論点 ： 売上、売掛プロセス（ ）
論点 ： 返品、貸倒の承認（ ）
論点 ： 代金回収プロセスの内部統制（ ）
論点 ： ロックボックス、身元調査の保険（ ）
論点 ： 購入、買掛、支払プロセス（ ）
論点 ：  人事給与プロセスに係る職務の分離（

）
論点 ： 内部統制の文書化（ ）
論点 ： 受託監査人（サービス企業の監査人）の報告書（ ）
論点 ：分析的手続き（ ）
論点 ：ラッピング（“ ”）
論点 ：売掛金確認状（ ）
論点 ：負債の記録漏れの検出（ ）
論点 ：現金の不正に関る監査手続き（ ）
論点 ：不正、統制の欠陥に係る監査委員会とのコミュニケーション（

）
論点 ：経営者の確認書（ ）
論点 ：監査調書（ ）

問題では一つの論
点だけではなく、

論点の組み合わせで回
答を要求するものも多々
あります。従って、論点
の中には、内容の正確性
を重視し

の記載内
容とほぼ同一な記載も多
少含まれています。
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企業改革法成立の背景（ ）
論点

＜ ＞

企業改革法の概要（ ）
論点

　

” ” “

”
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（ ）

－ （ ）
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（ ）
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では、客観形式問題を解答するための追加の情報が掲載されています。 では、 で

与えられた の情報をもとに減価償却費を求める問題が出題されます。

減価償却費の計算（ ）

（ ）
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「 」 にある の情報を使用して解答する。

（ ）
資産のパートナーシップにおける は、当該資産を醵出したパートナーにおける と同じ額を用いるため、

の は である。

の償却期間は 年であり、償却期間 年の資産の 年目（ 年度）の償却費を求めるので テーブ
ルの を使用する（ ）。 × ＝ になる。なお、
この数値は ％償却の数値であり、 年目についてはすでに半年分の慣行（ ）をおりこんでいる。半
年分の慣行をおりこまなければ、 （ × 倍）であるが、動産は原則、使用時期に関係なく１年の減価償却費の
半分を控除するので、このテーブルでは になっている。

（ ）
の は である。 の償却年数は 年であり、 年目（ 年度）の償却額が問われてい

るため、 の （ ）を用いて計算する。
× ＝ となる。

（ ）
の は である。 の償却年数は 年であり、 年目（ 年度）の償

却額が問われているため、 の （ ）を用いて計
算する。 × ＝ となる。
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内国歳入庁（ ）から送付される通知（ ）に対する助言を記述す

るケース

）内国歳入庁（ ）から送付される通知（ ）
米国での納税システムは自主申告で、納税者は税法条文（ ）および規則（ ）に
定められた規定に従って正しく納税申告書を計算作成し、期限までに申告及び納税を行う
義務がある。納税者（ ）は、提出した納税申告書（ ）について、内国歳入庁
から様々な通知（ ）を受取る場合がある。

）納税申告書の修正（ ）の通知
内国歳入庁のサービス・センター（コンピュータで納税申告書のデータを管理する機関）
では、提出された納税申告書が正しく計算作成されているかチェックを行う。申告書
上に記載されている項目の場所、金額等に誤りがあり、記載内容の修正（ ）が必
要な場合には通知が送付される。

通知には修正内容の簡単な説明があり、納税申告書に与える影響が記載されている。
修正の結果支払うべき税金が不足（ ）する場合は、不足分（及び利子、ペナ
ルティ）の支払を促す記載がある。また、修正の結果支払った税金が多すぎた（

）場合は還付（ ）についての説明がある。

）納税申告書の提出遅延（ ）についての通知
米国の、個人納税者の の提出期限は 月 日、暦年課税年度を使っている株
式会社の の提出期限は 月 日である。提出期限が過ぎたにもかかわらず申
告書が提出されていない場合、 は提出を促す通知を送付する。
また、期限を過ぎて提出された場合は、 はペナルティの支払いを求める通知を送付
する。

はこのケースを
と 分 類

し、様々な修正内容を
コード化して管理してい
る。
例）
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）通知に対する対応（ ）についてのクライアントへの助言
は、 からの通知に対する対応について、クライアントにアドバイスを行う場合があ

る。

）納税申告書の修正（ ）を求める通知への対応

）
＜ ＞

①

②
※１

③

※

④
※

＜ ＞
※ ・
※ ・

※ ・

種々の通知がある
が、試験対策上重

要と思われる通知に対す
る対応についてのみ扱
う。
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） 納税申告書の修正―支払いが不足しているという通知への対応
＜基本情報＞

① 最初にやらなければならないことは、自身の申告書の情報をレビューして通知
書に記載されている内容と比較し確認をすることです。

② 申告書の修正について通知の内容に同意するのであれば、指示に従って不足し
ている税額の支払を行います。特に返答する必要はありません。※

③ もし同意できないのであれば、通知に署名はしないで下さい。
通知に記載のある電話番号に電話をし、 と話をするか、もしくは同意できな
い理由を記載して、裏づけとなる書類を同封して へ送付しなければなりませ
ん。※

④ いずれにせよ、追加の利子及びペナルティを避けるためにも、速やかに へ返
答することを強くお勧め致します。※

＜追加情報＞
※ ・（不足額に対する支払いの）小切手又はマネーオーダーの宛名は、内国歳入庁とし

て下さい。
※ ・領収証、支払済み小切手、申告書のコピーなどは裏づけ書類として へ送付す

るにふさわしい書類です。
※ ・不足している税額に対し、申告書の提出期限から税額が支払われるまでに期間に

ついて利子が課せられます。

＜基本情報＞は試
験において必ず書

くべき情報。
＜追加情報＞は時間に余
裕があれば書くべき情報。
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）ケーススタディ（ ）

） ） ）― ①
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申告書の記載内容を修正
した理由が記されている。

修正により追加に支払う金
額が記載されている。文
章で金額が提示されてい
る場合もある。

この通知書に同封されている書類が
記されている。ここでは
（通知、ペナルティ、利子について
の情報）、及び （納税者の
権利について）が同封されている。
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論点の税法上の取扱いについて

クライアントに対する具体的なアドバイスについて（通知に対する対応について）

（本文）
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ギャンブル損失についての記載内容修正であることが分かる。論点が明らかな場合は、当該論点について記述する。
「納税申告書の修正―支払いが不足しているという通知への対応（ ）」の基本情報①②③④を記述する。
時間に余裕がある場合は追加情報※ ※ ※ を加える。
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対策について

は、シミュレーションの一部として出題されるため、各問題に前提と
なる がある。従って解答も、その に則して書かなければならないが、 対
策上重要と考えられる論点がある。以下に 対策上重要な論点と、知識のない読み手を意
識した英文解答を記載する。問われている状況に応じた様々な切り口で問われても記述でき
るように、目を通しておくと有用と思われる。

重要論点

論点 ： に含まれない項目－ －
論点 ： に含まれる項目－ －
論点 ：現金主義（ ）の利点
論点 ：発生主義（ ）の利点
論点 ：割賦基準（ ）の利点
論点 ：個人事業主の事業経費（ ）の取扱い
論点 ：統一資本化規則（ ）
論点 ：接待交際費（ ）の控除
論点 ：貸倒損失（ ）の控除
論点 ：平均化の慣行（ ）
論点 ： 条費用化選択（ ）
論点 ：個人退職年金（ ）の積立控除
論点 ：項目別控除（ ）の選択
論点 ：医療費（ ）の取扱い
論点 ：適格住宅利息（ ）の取扱い
論点 ：投資利息（ ）の取扱い
論点 ：慈善寄付金（ ）の控除
論点 ：寄付の実証（ ）
論点 ：慈善団体に対して役務を提供する際の経費の控除
論点 ：災害損失（ ）の計算
論点 ：従業員である納税者の事業経費（ ）の取扱い
論点 ：扶養控除（ ）の利用
論点 ：適格寡夫・寡婦（ （ ））の利点
論点 ：特定世帯主（ ）の利点
論点 ：外国所得税（ ）控除の選択
論点 ：予定納税（ ）の支払い
論点 ：申告義務（ ）
論点 ：代替ミニマム税（ ）の計算
論点 ：更正（ ）の除籍期間
論点 ：資本損失（ ）の取扱い
論点 ：パートナーシップ所得税計算の仕組み
論点 ：パートナーへの保証支払額（ ）の取扱い
論点 ：アット・リスク・ルール（ ）
論点 ：創業費（ ）の取扱い



－106 －

に含まれない項目－ －
論点に含ま

れない代表的な項
目を覚えておくこと。

・
・
・
・
・
・その他

・ の 部分
・
・
・その他

（ ）

（参考）　全体像のイメージ

－）

－）

－）

×）

（ ）

一人当たり （ ）を控除可能

（ ）

（税額）

納税者の申告資格（ ）により
一定額を控除する方法
 例えば、 は

（ ）を控除可能

・
・
・
・
・
・

税法の規定により、一定の所得は に算入されない

） 未成年者養育手当 （ ）
） 離婚の際の財産分与 （ ）
） 年金のうち自分の支払った元本分 （ ）
） 死亡による生命保険受取金 （ ）
） 雇用者の従業員に対する福利厚生 （ ）
） 事故、病気による保険料納税者 （ ）
負担の保険金

） 身体等の傷害による損害賠償金 （ ）
） 贈与、遺贈、不動産の遺贈、相続 （ ）
） 株式配当 （ ）
） 一定の要件を備えた受取利息 （ ）
） 進学のための学資貯蓄を目的 （
とした貯蓄債券の受取利息 ）

） 奨学金 （ ）
）政治献金 （ ）
） 牧師館の賃借料 （ ）
） 債務免除 （ ）
） 賃借物件の改良 （ ）
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原則として、全ての所得は に算入されるが、一部特別な取扱いをするも

のもある

） 役務提供の対価として受領する報酬（ ）
） 事業所得（ ）
） パートナーシップや小規模会社から割当てられた所得
（ ）
） 譲渡所得（ ）
） 賃料、ロイヤリティー（ ）
） 配当所得（ ）
） 利子所得（ ）
） 離婚扶助手当（ ）
） 社会保障の給付（ ）
） 被相続人に関わる所得（ ）
） 失業補償やストライキの際の手当
（ ）

） 遺産の遺言執行人や遺言管理人が受領する報酬、ならびに取締役あるいは陪審員の受領する報酬
（ （ ） ）
）債務免除（ ）
） ストック・オプション（ ）
）賞金（ ）
） タックス・ベネフィット・ルールによる所得（ ）
） 横領ならびに違法な所得（ ）
） 賭博の収入（ ）
） 失業保険金（ ）

に含まれる項目－ －
論点 に含ま

れる代表的な項目
を覚えておくこと。
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とは、与えられたデータベースから必要な情報を検索することが求められる問題形式です。各シミュレーションに

つき一問出題される可能性があります。

本試験での の解答方法（出典 ）

問題の解答の流れ

の では、与えられた設問に該当する
基準書の文書をデータベースから検索して解答す
ることが求められる。

問題を解答する際には、まず「
」タブをクリックする。

「 」タブの画面は
大きく以下の つのエリアに分けられる。

エリア ： 「 」
設問が表示されるエリア。

エリア ： 「 」
実際に基準書の検索を行うエリア。

エリア ： 「 」
エリア で検索をした結果選択された
基準書に対し、正解候補の一覧が表
示されるエリア。表示される複数の
番号から正解の基準書を選択する。

便宜上、以下の説明においてもこれらの部分を
それぞれエリア 、エリア 、エリア と呼称する。

A

B C

注： 年 月 日より、 問題の解答方
式が変更された。これまでは解答の際に、必ず画
面を させることが必要であったが、新
問題では の必要は無くなり、 つの画面内で問
題文閲覧および解答の作成が可能となっている。
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エリア である「 」は、更に以下の
つに分類される。
：検索機能が表示される。
：基準書のデータベースの目次がフォルダ毎に
階層表示される。

： 検索結果、或いは基準書のコンテンツが表示
される。

右の図は、上図の の階層部分を拡大したもので
ある。 の 問題における正解は、こ
の最終下層に当たる基準書（右図では
や など）の中に含まれている（各階層に

ついての詳細は「後述の
」参照）。

画面上部にある、“ ”をクリック
することで、 問題の解答方法に関する
各種説明を閲覧することが可能である。隣にあ
る“ ”をクリックすれば、元の問
題画面に戻る。

a

b c

最終下層であ
る基準書
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まず、検索の方法を選択する。最も一般的か
つ便利な方法は“ ”という機能
である。

“ ”をクリックした後の画面。
複数の検索手段がある。

→入力した全ての単語を含む検索（後述）

→入力した単語を含まない検索

→入力した単語のうち一つ以上を含む検
索

→入力した語句と全く同じ語句を検索
語句の順番等も全て同一になります。

→入力した複数の単語同士が近く（同じ文
中）に存在する基準書を検索

ここでは、“ ”に
“ ”と入力し、
検索する。

に のサンプル問題として掲載されている以下の問題を解答するプロセスを解説する。
＜問題文＞
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キーワード検索をした時に表示される画面。
検索した結果は関連性の高い順に表示され
る。正解と考えられる文書を含むタイトルを
クリックする。

中央のエリア（エリア ）には基準書のコンテン
ツが表示される。また、右のエリア（エリア ）
には、エリア にて表示されている基準書内に
おいて、正解候補となる基準書番号及びパラ
グラフ番号が一覧で表示される。
入力したキーワードは青字のシェードで表示
されるため、シェードを辿りながら該当文書
を探す。

エリア の一覧より、正解となる “ §
”にカーソルを合わせ、クリックす

る。すると、エリア 上部に、“
§ ”と表示され、確かに

選択されたことが確認される。これで解答終
了となる。
（サンプル問題であるため、パラグラフ番号が
古いままになっております。現在は、同内容
の基準は“ § ”にあります。）

注 ：キーワード検索をした結果、仮に基準書が
つしか検索されなかった場合、この画面を飛ばし
て基準書の中身の画面（ つ下の画面）に直接切り替
わることもある。

注 ：キーワードを入力する際のスペルミスには十
分注意すること。一文字でも間違っていると検索さ
れない。

②ここに確認
の表示がさ
れる。

①解答を選択
すると‥




